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新 規 事 業 及 び 重 要 事 業 総 括 表

Ⅰ 総 額

区 分 令和６年度 令和５年度 伸び率

予算総額 218,295,405千円 343,073,043千円 △36.4％

一般会計構成比 10.3％ 15.5％ －

【一般会計】

区 分 令和６年度 令和５年度 伸び率

予算総額 13,706,480千円 12,168,958千円 12.6％

【地方独立行政法人埼玉県立病院機構貸付金事業等特別会計】

【埼玉県国民健康保険事業特別会計】

－ ２ －

区 分 令和６年度 令和５年度 伸び率

予算総額 588,054,880千円 603,946,387千円 △2.6％



新 規 事 業 及 び 重 要 事 業 総 括 表

－ ３ －

Ⅱ 主な新規事業及び重要施策

１ 感染症対策の強化

Ｐ ５ 新 規 感染症対策の強化【保健医療政策課・感染症対策課】 ７５９，７２３

（単位 千円）

Ｐ ７ 新 規 救急医療体制の強化【医療整備課】 ４６，４８７

Ｐ ９ 新 規 がん患者のＱＯＬ向上【疾病対策課】 ２０，９３９

Ｐ ８ 適正受診の更なる推進【医療整備課】 ２６３，８０７

Ｐ１０ 一部新規 医師確保対策の推進【医療人材課】 ９１３，０９４

Ｐ１１ 一部新規 看護職員確保対策の推進【医療人材課】 ６４，３７０

Ｐ ６ 一部新規 市町村国民健康保険事業への支援【国保医療課】 ５５，５３２，５８７

２ 地域医療体制の充実

３ 医師・看護師確保対策の推進

４ きめ細かな少子化対策の推進

Ｐ１２ 一部新規 こども家庭センター設置の促進・運営支援【健康長寿課】 ６１，３４１



新 規 事 業 及 び 重 要 事 業 総 括 表

－ ４ －

（単位 千円）

Ｐ１７ 災害時に活動できる薬剤師災害リーダーの養成【薬務課】 ２，６０２

Ｐ１８ 食の安全・安心の確保【食品安全課】 ６２８，９６０

Ｐ１３ 子育て世帯の医療費負担の軽減【国保医療課】 ３，７６９，１０４

Ｐ１９ 犬猫の殺処分数ゼロを目指した取組【生活衛生課】 ４９，０１４

１０ 生物多様性の保全

９ 食の安全・安心の確保

５ 子育て支援の充実

８ 危機管理・防災体制の再構築

Ｐ１５ 新 規 岩槻高齢者講習センターにおける高齢者歯科保健事業の実施【健康長寿課】 ５，７９０

７ 生涯を通じた健康の確保

６ 児童虐待防止・社会的養育の充実

Ｐ１４ 新 規 困難を抱える妊婦支援【健康長寿課】 ７，０３９

Ｐ１６ 一部新規 自殺対策の強化【疾病対策課】 ２７６，５９３



－ ５ －

感 染 症 対 策 の 強 化

平時から医療提供、検査、宿泊療養体制を確保し、新たな感染症発生・まん延時に迅速かつ確実に対応できる体制を構築する。

目 的

担当 感染症対策課 企画担当
保健医療政策課 保健所・衛生研究所・県立大学担当

内線 ７５７２、３５２１

【予算額】７５９，７２３千円

事業概要

１ 新興感染症対策事業費 ７５９，７２３千円

（１）協定締結医療機関への施設・設備整備補助等（新規） ７２５，２４３千円
新たな感染症発生・まん延時に、県との協定に基づき医療を提供する医療機関が行う施設・設備整備の支援等を実施する。

新 規

（２）新興感染症検査体制整備（新規） ２２，８８４千円
新たな感染症の発生に備え検査機器を整備し、衛生研究所の機能を強化する。

 新興感染症発生初期の検査実施体制を整備 【新規】
発生初期に見込まれる検査を実施するための機器を整備

（３）感染症対策連携支援（新規） １１，５９６千円
地域の感染症対応に係る連携体制の強化のため、新たな感染症発生を想定した訓練等を実施する。

 地域の関係者の連携強化【新規】
医療機関や保健所などが参加する訓練や感染症対策研修会、地域の専門職との連携会議を実施

新規・拡充内容

新たな感染症を想定した訓練の様子

 協定締結医療機関の施設・設備整備支援 【新規】
病室の個室化・病棟等のゾーニング実施などの施設整備や、簡易陰圧装置の設置や検査機器の導入などの設備整備を支援

新規・拡充内容

新規・拡充内容

全自動遺伝子検査機



－ ６ －

市町村国民健康保険事業への支援

市町村国民健康保険事業の運営の健全化を図るため、必要な財政支援を行う。

目 的

担当 国保医療課 国保財政担当、国保企画担当
内線 ３３５５、３３５６

【予算額】５５，５３２，５８７千円

事業概要

１ 国民健康保険財政調整繰出金 ３２，７０３，５４９千円

（１）市町村国民健康保険事業への財政支援 ３２，７０３，５４９千円
市町村が行う保険給付に必要な費用を交付するための財源とするとともに、国民健康保険事業の健全な運営を推進する事

業等（医療費適正化対策、健康づくり・特定健診、徴収対策等）に対して交付する。（保険給付費等の９％、県10/10）

（１）低所得者対策への財政支援 １５，９７５，４５３千円
ア 低所得者の保険税を軽減するため、その経費の一部を負担する。 （保険税軽減分 県3/4、市町村1/4）
イ 軽減の対象となった被保険者数に応じて、保険税の一部を負担する。 （保険者支援分 国1/2、県1/4、市町村1/4）

（２）子育て世帯の負担軽減策への財政支援（一部新規） １２７，９２５千円
未就学児及び出産する被保険者の保険税を軽減するため、その経費の一部を負担する。 （国1/2、県1/4、市町村1/4）

 産前産後保険税負担金【新規】
出産する被保険者に対する保険税の免除分（産前産後期間に相当する４か月分の所得割・均等割）の４分の１を負担する。

新規・拡充内容

２ 国民健康保険基盤安定事業負担金 １６，１０３，３７８千円

３ 高額医療費負担金繰出金 ５，８８０，６５６千円

（１）高額医療費への財政支援 ５，８８０，６５６千円
高額医療費の発生による市町村国民健康保険財政への影響を緩和するため、レセプト１件当たり８０万円超部分の医療費

の一部を負担する。（国1/4、県1/4、市町村1/2）

（１）特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施のための財政支援 ８４５，００４千円
生活習慣病の発症を予防し医療費の適正化を図るため、市町村が実施する特定健康診査・特定保健指導の費用を支援する。

（国1/3、県1/3、市町村1/3）

４ 特定健康診査等実施事業費負担金繰出金 ８４５，００４千円

一部新規



－ ７ －

救 急 医 療 体 制 の 強 化

すべての県民が必要な医療サービスを受けられるよう、 効率的な救急医療提供体制を構築する。

目 的

担当 医療整備課 地域医療対策担当
内線 ３５５９

【予算額】４６，４８７千円

事業概要

１ 救急医療情報システム機能強化費 ４６，４８７千円

救急医療情報システムの機能強化（新規） ４６，４８７千円

 既存の救急医療情報システムに救急隊からの受入要請、病院間の転院調整等に利用できる新機能（動画・画像、チャットの
送信）を追加することにより、正確かつ迅速な情報共有が行われ、適切な医療機関への搬送体制を確保する。【新規】

【現状】
救急隊は患者容体を１件１件口頭で伝えてい
る。口頭のみでは伝達しづらい情報もある。

【機能強化後】
システムを通じて、口頭＋動画・画像、チャット
を送信。情報伝達の精度が向上する。

新規・拡充内容

新 規



－ ８ －

適 正 受 診 の 更 な る 推 進

すべての県民が必要な医療サービスを受けられるよう、 効率的な救急医療提供体制を構築する。

目 的

担当 医療整備課 地域医療対策担当
内線 ３５５９

【予算額】２６３，８０７千円

事業概要

１ 救急電話相談運営事業 ２６３，８０７千円

（１）大人の救急電話相談体制の強化（拡充） ９０，９５５千円
（２）小児救急電話相談体制の強化（拡充） ７０，２７６千円
（３）救急医療情報センター運営体制の強化（拡充） １０２，５７６千円

 「埼玉県コロナ総合相談センター」等を＃７１１９に統合し、ポストコロナにおける総合的・一元的な医療電話相談窓口として強化す
るための体制を整備する。 【拡充】

新規・拡充内容



－ ９ －

がん患者のQOL向上

がん治療に伴う外見上の変化に対するウィッグ等のアピアランスケア用品の購入費用及び、ＡＹＡ世代の終末期がん患者の在宅
療養費用を助成する市町村に対し、その助成額の一部を補助することにより、がん患者の生活の質の向上を図る。

目 的

担当 疾病対策課 がん対策担当
内線 ３５５３

【予算額】２０，９３９千円

事業概要

１ がん患者ウェルビーイング支援事業費 ２０，９３９千円

新 規

（２）ＡＹＡ世代終末期在宅療養支援事業 （ 新 規 ） １３，４３９千円
ＡＹＡ世代の終末期がん患者が自宅で安心して看取りまでの療養生活を送ることができるよう、
在宅療養に必要な生活支援費用の助成を行い、患者及びその家族の介護及び経済的負担の軽減を図る。

 事業概要：市町村が実施する助成事業に対する補助
 補助メニュー：ア)訪問介護・訪問入浴介護・福祉用具貸与

…市町村助成額の1/2(上限36,000円/月)
イ)福祉用具購入
…市町村助成額の1/2(上限45,000円・1回限定)

ウ)意見書作成料
…市町村助成額の1/2(上限2,500円・1回限定)

 補助対象：訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具の貸与・購入費用など

（１）アピアランス助成事業 （ 新 規 ） ７，５００千円
がん治療に起因する外見(アピアランス)の変化に苦痛を感じるがん患者に対して、
ウィッグ・補正具等の購入費用の助成を行い、がん患者の経済的負担の軽減を図る。

 事業概要：市町村が実施する助成事業に対する補助
…市町村助成額の1/2(上限5,000円)

 補助対象：ウィッグ・補正具等の購入費用



医師確保対策の推進

－ １０ －

医師の不足及び医師の偏在を解消するため、医学生に奨学金を貸与すること等により医師の確保を図るとともに、若手医師の
県内医療機関への誘導・定着を促進する。

目 的

担当 医療人材課 医師確保対策担当
外線 ０４８－６０１－４６００

【予算額】９１３，０９４千円

事業概要

（２）医学生・研修医の誘導・定着促進（一部新規） ７９８，２５４千円

医学生向け奨学金や研修医向け研修資金を貸与することにより、医師不足の

診療科や地域への医師の誘導・定着を促進する。

一部新規

（１）埼玉県総合医局機構による医師確保対策の推進（一部新規） １０５，０３９千円

臨床研修医の県内医療機関への誘導、地域医療教育センターの運営など、

埼玉県総合医局機構において一元的・総合的な医師確保対策を実施する。

（３）埼玉県専門研修プログラムＮａｖｉの運営 ９，８０１千円

県内の専門研修プログラムを紹介する特設ＷＥＢサイトの内容

を充実させ、本県で研修を受講する魅力を具体的にＰＲし、専攻医

の誘導を図る。

１ 医師を確保する取組 ９１３，０９４千円

 地域枠奨学金の拡充 【拡充】
地域枠奨学金の貸与枠を７大学４５名から８大学４７名に拡大

新規・拡充内容

地域医療教育センターでの研修

地域枠奨学金貸与 ６年間

（医学部）

指定医療機関で勤務 ９年間

 埼玉県研修病院セミナーの開催【新規】
医学生、研修医、臨床研修病院、専門研修病院を一堂に会し、病院説明会及び

交流事業を開催することにより、医師の縦横のつながりを形成し、県内定着を推進

新規・拡充内容

埼玉県で専門研修を
受講してみませんか☆
こちらから確認してね！→



－ １１ －

看 護 職 員 確 保 対 策 の 推 進

急速な高齢化により医療ニーズの増大が見込まれる中、県内の看護職員の更なる確保・定着を図るため、ＩＣＴ等の導入を伴う
看護職員の就労環境改善を促進するとともに、その資質向上を推進する。

目 的

担当 医療人材課 看護・医療人材担当
内線 ３５４３

【予算額】６４，３７０千円

事業概要

１ ＩＣＴ導入による看護業務改善を目指す病院へのアドバイザー派遣事業 ３２，９６１千円

ＩＣＴ導入による看護業務改善を支援するアドバイザー派遣の実施（新規） ３２，９６１千円
ＩＣＴの導入により効率化・省力化された就業環境で看護職員が安定・継続して業務に従事でき、より質の高い看護サービスが

提供される社会を実現するため、県内病院へＩＣＴ等の導入を伴う看護業務効率化を支援するアドバイザーを派遣する。

２ 高度・専門分野における看護師育成推進事業費 ３１，４０９千円

一部新規

 県内病院に対するアドバイザー派遣事業の実施【新規】
・ＩＣＴ等の導入を伴う看護業務改善に意欲のある県内の200床以下の中小規模の病院をモデル施設として指定する。（年間７施設）
・モデル施設に派遣されたアドバイザーは、課題分析支援、ＩＣＴ等の導入を伴う看護業務の改善計画の検討・策定等を支援する。
・モデル施設における業務効率化の好事例を他の医療機関に発表・紹介することにより、県内における横展開を図る。

新規・拡充内容

〔アドバイザー派遣を受けた病院のイメージ〕

高度で専門的な知識を備えた看護職員の育成・活用（一部新規） ３１，４０９千円
高度・多様化する医療に対応できる高度な知識を持つ看護師を育成するため、在宅・高齢者医療に係る分野等の認定

看護師教育機関に入学した看護師、特定行為研修を受講する看護師を対象に費用補助を行う。

 補助対象者数の増加 【拡充】
認定看護師等の育成を促進するため、補助対象者数を増加（Ｒ５：３０人→Ｒ６：５０人）

新規・拡充内容

ICTの導入 導入効果

看護記録
システム

ｔｏｕｃｈ！

例①：NFCによる自動記録 例②：遠隔による睡眠管理

check！

ナースステーション

●業務効率化
・残業時間の縮減

●医療安全の向上
・インシデントの減少

●就業環境改善
・省力化 ・離職率の低下

●コスト減 など
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－ １２ －

こ ど も 家 庭 セ ン タ ー 設 置 の 促 進 ・ 運 営 支 援

母子保健・児童福祉の連携強化を図るため、市町村がこども家庭センターを設置・運営するための経費を補助する。

目 的

担当 健康長寿課 母子保健担当
内線 ３５７６

【予算額】６１，３４１千円

事業概要

１ こども家庭センター設置の促進・運営支援 ６１，３４１千円

（１）こども家庭センターの整備 １１，５１７千円
こども家庭センターを設置予定の市町村に対し、設置や準備に要する経費の一部を補助する。

（２）こども家庭センターの運営 ４９，８２４千円
こども家庭センターに配置する統括支援員に係る人件費等について、

市町村に対し、経費の一部を補助する。

 サポートプラン作成のための支援員 【新規】
支援が必要な妊産婦・子供及びその家庭を対象に、母子保

健機能と児童福祉機能が連携し、一体的なサポートプランを
作成することで、効果的かつ切れ目ない支援に繋げる。

 地域資源の発掘【新規】
多様な家庭環境等に対する支援体制の充実・強化を図って

いくため、民間団体等と連携し、地域資源の発掘や担い手の
育成を行う。

新規・拡充内容

一部新規



－ １３ －

子 育 て 世 帯 の 医 療 費 負 担 の 軽 減

子供の健康を守り、子育て家庭の経済的負担を軽減するため、子供の医療費助成を行う市町村に補助金を交付する。

目 的

担当 国保医療課 福祉医療・後期高齢者医療担当
内線 ３３６５

【予算額】３，７６９，１０４千円

事業概要

１ こども医療費助成 ３，７６９，１０４千円

（１）市町村事業費補助 ３，７６８，７７１千円【拡充】
・各市町村が実施した子供への医療費助成に対して、県から市町村へ補助金を交付する。（市町村1/2※、県1/2）
※ さいたま市は補助対象外、財政力指数1を超える市町村の補助率は1/2未満

（２）市町村監査等 ３３３千円
・市町村の助成事業実施に関する監査実施や研修等に要する費用
・医療機関等で窓口負担が生じた場合の領収証発行に対する県医師会等への補助

新規・拡充内容

区分 補助対象

通 院 就学前児童

入 院 就学前児童

所得制限 あり

区分 補助対象

通 院 小学校３年生まで

入 院 中学校３年生まで

所得制限 なし

対象年齢拡大
・

所得制限撤廃

事業イメージ（現物給付の場合）

県

助成額の１／２を
市町村に補助

市町村

受 診
（窓口負担なし）

審査支払機関を通じて医療機関に医療費支払

子育て世帯への
医療費助成

医療機関子育て世帯

※補助対象引上げにより、
各市町村が様々な子育て支援を拡充

・補助対象年齢の拡大 〔現在〕 〔拡充後〕
（通院＝小学校３年生まで、
入院＝中学校３年生まで）

・所得制限の撤廃



－ １４ －

困 難 を 抱 え る 妊 婦 支 援

困難を抱える妊婦の孤立を防止し、安心して出産・子育てができる環境づくりを行う

目 的

担当 健康長寿課 母子保健担当
内線 ３３２６

【予算額】７，０３９千円

事業概要

１ 妊婦緊急一時受入れ事業 ７，０３９千円

（１）安心して生活できる場のない妊婦に緊急一時的な居所を提供（新規） ７，０３９千円
居所が不安定など、困難を抱える妊婦が安心して出産・子育てができるよう新たに緊急一時的受入れの居所を作り、市

町村と連携して切れ目のない支援を行い、妊婦の孤立化・出産後の児童虐待を防止する。

新 規

 安心して生活できる場のない妊婦に緊急一時的な居所を提供 【新規】
・指定医療機関等において緊急一時的な居所や食事の提供、妊娠管理、保健指導等を実施
・コーディネーターが居所の調整・選定を実施、市町村からの相談にも対応
・インターネットカフェ等において当事者に向けて情報発信
・緊急一時の居所提供後も市町村による伴走型支援を実施
（一人での生活が困難な方については、母子生活支援施設における妊産婦等生活援助事業【福祉部新規事業】と連携支援）

新規・拡充内容

安心して生活でき
る場がない妊婦

相談

にんしんSOS埼玉
電話・メール相談

市町村
（子育て世代包括支援センター等）

連絡

緊急一時的な居所提供
が必要と判断

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

調整依頼 調整・選定

指定産科医療機関・
助産院等で居所提供

・食事提供
・妊娠管理

・保健指導 等

原則
５泊
以内

この間、市町村が
その後の居所について調整

自宅・転居先

安心して
生活できる
居所へ移行

市町村による
在宅支援

新 新

※一人での生活が
困難な方は、母子生
活支援施設における
妊産婦等生活援助事
業を活用



高齢者に対して、噛む力、飲み込む力などの口腔機能向上
とケアの重要性について効果的に周知啓発を行う

－ １５ －

岩 槻 高 齢 者 講 習 セ ン タ ー に お け る 高 齢 者 歯 科 保 健
事 業 の 実 施

高齢者に対して、噛む力、飲み込む力などの口腔機能維持の重要性を伝えるため、岩槻高齢者講習センターに来訪する高齢者
に対して、口腔機能向上とケアについて周知啓発を行う。

目 的

担当 健康長寿課 総務・歯科担当
内線 ３５８１

【予算額】５，７９０千円

事業概要

１ 岩槻高齢者講習センターにおける高齢者歯科保健事業の実施 ５，７９０千円

（１）岩槻高齢者講習センターにおける高齢者歯科保健事業の実施【新規】 ５，７９０千円

・講習会等の開催
口腔機能向上とケアに関する講習会等の開催

新 規

・掲示や動画の放映
・歯と口腔の健康に関するポスター等の掲示
・モニターによる口腔機能向上とケアに関する啓発動画の放映
・在宅歯科医療推進拠点（県内30拠点）の活動・取組の案内

≪事業効果≫
オーラルフレイル、歯周病の予防とともに、フレイルや

体の病気を予防し、高齢者の健康維持につながる

・イベント等の実施
・口腔機能向上とケアに関するイベント(お口の相談会)の開催
・歯科衛生士による機器を使用した口腔機能のチェック

オーラルフレイルとは？



－ １６ －

自 殺 対 策 の 強 化

誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し、県と市町村の協働による生きることへの包括的な支援を推進する。

目 的

担当 疾病対策課 精神保健担当
内線 ３５６６

【予算額】２７６，５９３千円

事業概要

（３）多様な相談体制整備事業【拡充】 ９０，５９７千円

（４）自殺予防対策強化事業【新規】 ２，７２８千円

（１）市町村自殺対策推進事業【新規】 ３，７１２千円

１ 自殺対策総合推進事業費 ２７６，５９３千円

（２）自殺企図防止対策事業【新規】 ３８７千円

 暮らしとこころの総合相談会の実施（市町村と共催）
弁護士、臨床心理士等多職種による経済・生活問題とこころの問題に対応する「ワンストップ相談会」を市町村と共催する。

新規・拡充内容

 自殺未遂者向けパンフレット・自死遺族向けリーフレット作成
自殺リスクの高い自殺未遂者や自死遺族向けにパンフレット等を作成し、救急告示病院、市町村窓口、葬儀場等へ配架する。

新規・拡充内容

 全国共通「こころの健康相談統一ダイヤル」の拡充
相談件数の多い時間帯の回線数を増やし、相談体制を強化する。

 ＳＮＳ相談「こころのサポート＠埼玉」の拡充
ＬＩＮＥによる相談を現行の週２日から毎日実施に拡充する。

 自殺危機対応チームの編成
精神科医、精神保健福祉士等からなるチームを編成し、保健所や学校などに派遣する。

新規・拡充内容

夜眠れなくて辛くて・・・

とても辛いのですね。
是非、お話ししてください。

LINE ID.@kokosai

新規・拡充内容

（５）市町村等が実施する自殺対策への支援等 １７９，１６９千円

０５７０－０６４－５５６

こころの健康相談統一ダイヤル

一部新規



－ １７ －

災害時に活動できる薬剤師災害リーダーの養成

埼玉県災害時医療救護基本計画（令和２年３月策定）に規定された災害時の医療救護活動に必要な医薬品等の供給体制を強化
するため、埼玉県災害対策本部や医薬品等の集積場所などで活動できる「薬剤師災害リーダー」及び「地域薬剤師災害リー
ダー」を養成する。

目 的

担当 薬務課 総務・温泉・薬事相談担当
内線 ３６２４

【予算額】２，６０２千円

事業概要

１ 薬剤師災害リーダーの育成 １，６２０千円

（１）地域薬剤師災害リーダー養成研修会の開催 １，６２０千円
・埼玉県と災害時の医療救護活動に関する協定を締結している一般社団法人埼玉県薬剤師会と協力しながら、
地域薬剤師災害リーダーを育成する。

（１）フォローアップ講習会の開催 ９８２千円
・災害時に薬剤師災害リーダーが円滑に活動できるよう、フォローアップのための講習会を開催する。

２ 薬剤師災害リーダーの活用 ９８２千円

【養成研修会風景】

【薬剤師災害リーダーと地域薬剤師災害リーダーの役割】

薬剤師災害リーダー

供給

地域薬剤師災害リーダー

供給要請

保健所
・地域災害保健医療

対策会議への参画
・医薬品等のニーズ

の把握、本部への
報告

情報共有

供給指示

供給要請

医薬品等集積場所
（防災基地等）

・医薬品等の仕分け

・医薬品等の保管管理

・代替薬提案への対応

埼玉県災害対策本部
（保健医療調整本部）

・ 医薬品等の供給調整

例）供給要請に基づいた
優先順位の決定、
数量の調整、
代替薬の提案 など

・ 薬剤師チームの派遣調整

等に係る助言及び支援

被災地
（医療救護所等）
・医薬品等の

ニーズの把握等



－ １８ －

食の安全・安心の確保

食品営業施設の衛生管理や食品の表示等に対する監視指導、食品の抜き取り検査を行うことにより、生産から消費にわたる食の
安全・安心を確保する。また、生産者・食品等事業者・消費者によるリスクコミュニケーションを行い、食の安全・安心に関する
正しい知識を身に付け、自ら適切な判断ができるようにする。

目 的

担当 食品安全課 食品保健・監視担当、総務・安全推進担当
内線 ３６１１、３４２２

【予算額】６２８，９６０千円

事業概要

１ 食の安全・安心の確保 ６２８，９６０千円

（１）食中毒予防対策・原因究明費 １１，１１２千円
食中毒の原因究明、事件の処理を行う。

（２）食肉衛生検査センター運営費 ４９，０８２千円
安全で安心な食肉・食鳥肉を提供するための検査を行う。

（３）彩の国食の安全・安心確保対策事業 ２４，０４１千円
食の安全・安心確保のため、監視・検査を充実するとともに、ＨＡＣＣＰに沿った衛生

管理の稼働の支援を行い、事業者による自主衛生管理の定着を促進する。

（５）食品残留農薬調査事業 ７，２００千円
食品の残留農薬等の試験法開発を行う。

（６）食肉衛生検査センター建替事業費 ５３５，９９９千円
老朽化した施設の改善を図るため、食肉衛生検査センター新庁舎新築工事を行う。

（４）食の安全・安心推進事業 １，５２６千円
食の安全に関して学ぶ機会を設け、食の安全とリスクを判断できる人材を育成する。

食品工場での監視指導

食肉衛生検査センター北部支所



－ １９ －

犬猫の殺処分数ゼロを目指した取組

「犬猫の殺処分数ゼロ」の達成に向け、野良猫の繁殖抑制対策や収容された犬猫の譲渡を一層推進するとともに、飼い主（これ
から飼う予定の人を含む）への適正飼養に関する普及啓発や動物取扱業者への監視指導について充実を図る。

目 的

担当 生活衛生課 総務・動物指導担当
内線 ３６１２

【予算額】４９，０１４千円

事業概要

１ 飼い主のいない猫（いわゆる野良猫）の繁殖抑制対策等の推進 ９，６０３千円

（１）野良猫の不妊・去勢手術費用補助制度を導入する市町村への助成 ３，７１０千円
住民への手術費用の補助や地域猫活動を行う市町村に対し、補助金を交付する。

（１）動物指導センター事業運営 ２４，３３５千円
県民への犬猫譲渡や、学校等での「ふれあい教室」開催等の

動物愛護事業を実施する。

（２）動物指導センター施設の管理運営 ５，０００千円
犬猫の飼養管理施設等の維持管理を行う。

２ 動物指導センター事業の充実 ２９，３３５千円

（２）彩の国動物愛護推進員が行う「野良猫の不妊・去勢手術活動」を支援 ３，４００千円
野良猫の不妊・去勢手術活動を行う動物愛護推進員に対し、補助金を交付する。

３ 動物の正しい飼い方の啓発・指導の充実 １０，０７６千円

（１）動物の正しい飼い方指導等 ３，５６３千円
飼い主の責務や適正飼養に関する普及啓発、動物取扱業者に

対する監視・指導等を実施する。

（２）連携等による適正飼養に関する啓発活動 ６１６千円
ボランティアや民間企業等と連携し、動物愛護や適正飼養に

関する啓発事業を実施する。

（３）狂犬病予防業務の実施 ５，８９７千円
野犬の捕獲・抑留、保健所に配備している犬捕獲車の整備等を行う。

（３）犬猫譲渡事業の拡大 ２，４９３千円
県有施設を利用した譲渡会の開催や、子猫のミルクボランティアへの資材提供等を行う。

動物指導センターでの譲渡会

※

※R5実績（R6年1月末時点）：76頭


